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第 1章 経営戦略の策定について

第 1 章 経営戦略の策定について 

1-1 経営戦略の趣旨 

下水道は、環境衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与し、あわせて公共用水域の水

質の保全に資するために欠かすことができない、公共性公益性の高い重要な都市基盤施

設です。 

本町では、汚水処理の未普及地区解消に向けて公共下水道施設の計画的な整備を進め

るとともに、下水道施設の老朽化による改築・更新が必要となり、更新投資の増大が見

込まれますが、人口減少に伴う料金収入の低迷が想定され、下水道事業運営基盤の強化

が喫緊の課題となっています。 

このような状況のなか、将来に渡り持続的に下水道事業を運営していくためには、自

らの経営について的確な現状把握を行った上で、計画的な経営に取り組み、徹底した効

率化、経営健全化を行うことが必要となり、中長期的な視点で現状や課題を整理した上

で、経営基盤の強化を図るための基本計画となる「下水道事業経営戦略」を策定します。 

1-2 経営戦略の位置づけ 

志賀町下水道事業が、将来に渡り事業を継続していくための中長期的な経営の基本計

画です。 

志賀町下水道事業経営戦略は、「第 2 次志賀町総合計画」に即した内容で策定すると

ともに、国が策定を要請する「経営戦略」として位置づけます。 

1-3 計画期間 

計画期間については、「令和3年度から令和12年度」までの10年間とします。 

投資試算及び財源試算は、中長期（40年間）の試算を行います。 
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第 2 章 下水道事業の現状・将来 

2-1 下水道整備の状況 

本町では、下水道事業として、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業

集落排水事業、特定地域生活排水処理事業、地域し尿処理施設整備事業の5事業を実施

しています。下水道事業の概要を以下に示します。 

表 2-1 公共下水道事業の概要 

処理区名 中央処理区 富来処理区 

供用開始年月日 H13.3.28 H21.3.31 

全体計画面積(ha) 381.3 167.0 

事業計画面積(ha) 381.3 163.7 

現在整備面積(ha) 

(R1 末) 
376.9 163.7 

処
理
場

名称 中央水処理センター 富来浄化センター 

処理方式 OD法 OD法 

現有処理能力 2,450ｍ3/日 1,500ｍ3/日 

表 2-2 特定環境保全公共下水道事業の概要 

処理区名 西海処理区 福浦処理区 

供用開始年月日 H12.3.27 H16.12.7 

全体計画面積(ha) 43.0 15.0 

事業計画面積(ha) 43.0 15.0 

現在整備面積(ha) 

(R1 末) 
43.0 15.0 

処
理
場

名称 西海浄化センター 福浦浄化センター 

処理方式 OD法 OD法 

現有処理能力 670ｍ3/日 300ｍ3/日 
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表 2-3 農業集落排水事業の概要 

番号 処理区名 供用開始年月 処理方式 処理区域面積 

1 倉垣処理区 H5.4 JARUS-Ⅲ型 

546ha 

2 代田処理区 H6.4 JARUS-Ⅲ型 

3 上野処理区 H7.5 JARUS-Ⅲ型 

4 矢駄処理区 H8.4 JARUS-Ⅲ型 

5 直海処理区 H8.7 JARUS-Ⅲ型 

6 福井処理区 H10.4 JARUS-Ⅲ型 

7 仏木処理区 H11.4 JARUS-Ⅰ型 

8 徳田処理区 H13.3 JARUS-Ⅲ型 

9 北吉田処理区 H15.3 JARUS-Ⅲ型 

10 小浦処理区 H18.3 JARUS-S 型 

11 大笹処理区 H19.3 JARUS-S 型 

12 二所宮処理区 H21.3 FRP 

13 舘開処理区 H22.3 FRP 

14 町居処理区 H12.12 JARUS-S 型 

15 熊野南部処理区 H12.12 JARUS-ⅩⅣ型 

16 草木処理区 H13.10 JARUS-S 型 

表 2-4 特定地域生活排水処理事業 

番号 
設置 

年度 
地区名 合併処理浄化槽 

1 H14 貝田、給分、今田 5人槽、7人槽、10人槽 

2 H15 笹波、鹿頭、赤崎、八幡 5人槽、7人槽、10人槽、12人槽 

3 H16 
稲敷、笹波、鹿頭、赤崎 

東小室、八幡 

5人槽、7人槽、10人槽、21人槽 

25 人槽 

4 H17 
稲敷、里本江、笹波、鹿頭 

赤崎、東小室、八幡 

5人槽、7人槽、10人槽、12人槽 

14 人槽、18人槽、21人槽、25人槽 

5 H18 
給分、酒見、相神、中浜 

里本江 

5人槽、7人槽、10人槽、14人槽 

18 人槽 

6 H19 
酒見、鹿頭、八幡、東小室 

東貝田、八幡座主 
5人槽、7人槽、10人槽、14人槽 
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表 2-5 地域し尿処理施設整備事業の概要(1/2) 

地区名 赤住処理区 百浦処理区 

供用開始年月 H3.3 H8.3 

全体計画面積(ha) 13.0 11.0 

現在整備面積 (ha)(R1

末) 
13.0 11.0 

処
理
場

名称 赤住浄化センター 百浦浄化センター 

処理方式 接触ばっ気法 接触ばっ気法 

現有処理能力 455ｍ3/日 146ｍ3/日 

表 2-6 地域し尿処理施設整備事業の概要（2/2） 

番号 
設置 

年度 
処理区名 合併処理浄化槽 

1 H11 倉垣 西山処理区 
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2-2 処理区域内の人口推計 

2-2-1  志賀町の行政人口推計 

以下の表は、平成27年度の行政人口（国政調査）を基にした人口推計を示していま

す。 

本町の総人口は出生数の減少、転出の増加により減少傾向が続いています。 

「志賀町人口ビジョン（改訂版）令和 2 年 3 月」では、令和 22 年の推計人口は、

12,014 人、令和 42 年の推計人口は、7,021 人としており、志賀町人口ビジョンの

推計人口を基に年度ごとの人口推計を行いました。 

図 2.1 志賀町の人口推計 
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表 2-7 志賀町の人口推計表 

年度 

志賀町 

行政人口 

予測 

事業別供用人口予測 

公共 

下水道事業

特定環境 

保全公共 

下水道事業

農業集落 

排水事業 

特定地域 

生活排水 

処理事業 

地域し尿 

処理施設 

整備事業 

未整備 

その他 

H28 20,081 9,219 1,343 5,642 1,127 1,674 1,076

H29 19,739 9,065 1,316 5,536 1,071 1,643 1,108

H30 19,396 9,005 1,262 5,413 1,001 1,635 1,080

R1 19,054 8,918 1,211 5,333 957 1,581 1,054

R2 18,713 8,775 1,198 5,240 936 1,516 1,048

R3 18,372 8,671 1,157 5,144 919 1,470 1,011

R4 18,029 8,528 1,136 5,048 901 1,406 1,010

R5 17,685 8,401 1,114 4,952 884 1,344 990

R6 17,342 8,255 1,075 4,856 867 1,318 971

R7 17,001 8,093 1,054 4,760 850 1,292 952

R8 16,664 7,933 1,033 4,666 833 1,266 933

R9 16,323 7,770 1,012 4,570 816 1,241 914

R10 15,990 7,611 991 4,477 800 1,215 896

R11 15,649 7,465 955 4,381 782 1,189 877

R12 15,312 7,304 934 4,287 766 1,164 857

R13 14,978 7,145 914 4,194 749 1,138 838

R14 14,646 6,987 893 4,101 732 1,113 820

R15 14,314 6,828 873 4,008 716 1,088 801

R16 13,982 6,669 853 3,915 699 1,063 783

R17 13,648 6,525 819 3,821 682 1,037 764

R18 13,319 6,367 799 3,729 666 1,012 746

R19 12,991 6,209 779 3,638 650 987 728

R20 12,674 6,058 760 3,549 634 963 710

R21 12,346 5,902 741 3,457 617 938 691

R22 12,017 5,746 721 3,364 601 913 672

R23 11,715 5,600 703 3,280 586 890 656

R24 11,422 5,461 685 3,198 571 868 639

R25 11,119 5,315 667 3,114 556 845 622

R26 10,823 5,174 649 3,030 541 823 606

R27 10,523 5,030 631 2,947 526 800 589
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年度 

志賀町 

行政人口 

予測 

事業別供用人口予測 

公共 

下水道事業

特定環境 

保全公共 

下水道事業

農業集落 

排水事業 

特定地域 

生活排水 

処理事業 

地域し尿 

処理施設 

整備事業 

未整備 

その他 

R28 10,261 4,904 616 2,873 513 780 575

R29 10,008 4,785 600 2,802 500 761 560

R30 9,739 4,656 584 2,727 487 740 545

R31 9,486 4,535 569 2,656 474 721 531

R32 9,224 4,410 553 2,583 461 701 516

R33 8,997 4,300 540 2,519 450 684 504

R34 8,770 4,191 526 2,456 439 667 491

R35 8,530 4,077 512 2,389 427 648 477

R36 8,303 3,969 498 2,325 415 631 465

R37 8,076 3,859 485 2,262 404 614 452

R38 7,864 3,759 472 2,202 393 598 440

R39 7,657 3,660 459 2,144 383 582 429

R40 7,440 3,556 446 2,084 372 565 417

R41 7,233 3,457 434 2,025 362 550 405

R42 7,021 3,356 421 1,965 351 534 394
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図 2.2 公共下水道事業処理区域内の供用人口推計 

図 2.3 特定環境保全公共下水道事業処理区域内の供用人口推計 
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図 2.4 農業集落排水事業処理区域内の供用人口推計 

図 2.5 特定地域生活排水処理事業の供用人口推計 
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図 2.6 地域し尿処理施設整備事業処理区域内の供用人口推計 
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2-3 下水道事業の普及・水洗化状況 

2-3-1  下水道事業の普及状況 

下水道事業の普及状況は、各下水道事業の計画面積は概ね整備が完了しており、令和

元年度末での下水道事業の普及率は97.1％です。 

内訳は、公共下水道事業（特定環境保全公共下水道事業含む）は、53.2％、農業集落

排水事業は28.0％、生活排水処理事業及び浄化槽等は15.9％です。 

以下に平成9年度から令和元年度までの普及状況を示します。 

平成 9 年度から平成16年度までは志賀町と富来町の合計です。 

図 2.7 下水道事業の普及率の推移 
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2-3-2  水洗化状況 

令和元年度末の志賀町全体の水洗化状況（接続率）は、79.7％となっています。 

図 2.8志賀町全体の水洗化状況

水洗化状況の内訳としては、公共下水道事業が 31.9％と最も多く、農業集落排水事

業が 25.0％、地域し尿処理施設整備事業が 8.5％、特定環境保全公共下水道事業が

6.4％、特定地域生活排水処理事業が5.2％、その他民間接続が2.6％となっています。 
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以下に令和元年度末の事業別水洗化状況（接続率）を示します。 

図 2.9公共下水道事業の水洗化状況    図 2.10特定環境保全公共下水道事業の水洗化状況 

図 2.11農業集落排水事業の水洗化状況   図 2.12地域し尿処理施設整備事業の水洗化状況 
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を示しています。 

公共下水道事業の接続率は、公共下水道事業全体で66.1％、志賀地区では69.9％、

平成 21年度から供用を開始した富来地区では、57.2％と低い数値を示しています。今
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2-3-3  水洗化人口の将来推計 

「2-2 処理区域内の人口推計」で予測した将来人口と、普及状況、近年の水洗化状況

から水洗化率を予測し、水洗化人口の将来推計を行った。 

全体的な水洗化人口は平成 28 年度から 15 年間程度横ばいが続くと想定されます

が、その後減少傾向となります。 

特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、地域し尿処理施設整備事業は、現

在水洗化率が高い数値となっているため、処理区域内人口が増えない限り水洗化人口が

増えることはなく、人口推計に連動して減少傾向となることが予測されます。 

公共下水道事業は、今後水洗化率の増加が見込まれており、令和13年度までは水洗

化率増加に合わせて水洗化人口が増加し、令和13年度がピークとなり、令和14年度

以降は、人口推計に連動して減少傾向となることが予測されます。 

公共下水道事業の水洗化人口の増加と他 3 事業の水洗化人口の減少が重なることに

より、令和13年度までは水洗化人口は横ばいとなっていますが、令和14年度以降は

4事業全てで減少傾向となることから、急激な水洗化人口の減少が見込まれます。 

図 2.13 水洗化人口の将来推計 
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第 2章 下水道事業の現状・将来

図 2.14 公共下水道事業の水洗化人口推計 

図 2.15 特定環境保全公共下水道事業の水洗化人口推計 
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図 2.16 農業集落排水事業の水洗化人口推計 

図 2.17 特定地域生活排水処理事業の水洗化人口推計 
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図 2.18 地域し尿処理施設整備事業の水洗化人口推計 
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2-4 有収水量の推移 

有収水量については 2-3-3 に示した水洗化人口の推移に比例し、令和 13 年度まで

は一定の量が見込まれますが、その後は減少傾向となります。 

また、近年は節水トイレが普及していることや、使用料が高くなった各家庭、事業所

等においては節水傾向があると想定され、接続率が減少傾向になった際には有収水量の

著しい減少があると予測されます。 

図 2.19 志賀町の有収水量推計 
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図 2.20 公共下水道事業の有収水量推計 

図 2.21 特定環境保全公共下水道事業の有収水量推計 
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図 2.22 農業集落排水事業の有収水量推計 

図 2.23 特定地域生活排水処理事業の有収水量推計 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

H29 R2 R5 R8 R11 R14 R17 R20 R23 R26 R29 R32 R35 R38 R41

（ｍ3） 農業集落排水事業
有収水量

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

H29 R2 R5 R8 R11 R14 R17 R20 R23 R26 R29 R32 R35 R38 R41

（ｍ3） 特定地域生活排水処理事業

有収水量

- 20 -



第 2章 下水道事業の現状・将来

図 2.24 地域し尿処理施設整備事業の有収水量推計 
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2-5 老朽化の状況 

事業別、処理区別の設置・供用開始年度と令和元年度末での経過年数の一覧表を次頁

に示します。 

全ての事業において、経過年数が20年を超過する処理区があり、早急な改築・更新

が必要なため、改築・更新に多額の費用がかかることが予想されます。 

地域し尿処理施設整備事業の赤住処理区、百浦処理区では、処理場内の設備について

は一部更新済みとなっていますが、経過年数が30年を経過しているため、機械設備、

電気設備に加えて建築設備の更新が必要になります。また、合併処理場浄化槽について

も経過年数が20年を超過する浄化槽があり、改築・更新または統合の検討が必要とな

ります。 

農業集落排水事業では、経過年数が20年を超過する処理区が多くあり、改築・更新

が必要ですが、隣接する処理区に統合することにより、維持管理のコスト削減、処理設

備を改築・更新費用の削減が見込まれます。ただし、統合するために新設管の敷設、統

合後に使わなくなる処理設備の撤去等が必要となります。 

公共下水道、特定環境保全公共下水道事業については、経過年数が20年を超過して

いるため、建築・土木設備、機械設備、電気設備の改築・更新が必要となるため、スト

ックマネジメント計画を策定し、計画的に更新を行っていく必要があります。ストック

マネジメント計画では、設備ごとに機能面、コスト面、能力面からリスクを評価し、改

築の必要性が高い設備から更新していくとともに、改築費用については改築費の平準化

を行い、年度ごとの改築費用の増減が少なくなるように計画を策定します。 

管渠については、標準耐用年数が50年と長く、腐食環境下にない管渠は改築・更新

の必要性は低いですが、平成9年度以前に布設された管渠は耐震性を確保していない可

能性が高く、耐震化対策が必要となります。 
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第 2章 下水道事業の現状・将来

表 2-8 事業別、処理区別の設置・供用開始年度と経過年数 

事業名 処理区 
設置・供用 

開始年度 

経過 

年度 

公共下水道事業 
中央処理区 2000 20 

富来処理区 2008 12 

特定環境保全 

公共下水道事業 

西海処理区 1999 21 

福浦処理区 2004 16 

農業集落排水事業 

倉垣処理区 1993 27 

代田処理区 1994 26 

上野処理区 1995 25 

矢駄処理区 1996 24 

直海処理区 1996 24 

福井処理区 1998 22 

仏木処理区 1999 21 

徳田処理区 2000 20 

北吉田処理区 2002 18 

小浦処理区 2005 15 

大笹処理区 2006 14 

二所宮処理区 2008 12 

舘開処理区 2009 11 

町居処理区 2001 19 

熊野南部処理区 2001 19 

草木処理区 2001 19 

特定地域生活排水 

処理事業 

合併処理浄化槽 

(富来地域) 
2002 18 

地域し尿処理施設 

整備事業 

赤住処理区 1990 30 

合併処理浄化槽 

(志賀地域) 
1990 30 

百浦処理区 1995 25 

西山処理区 1999 21 
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2-6 雨水排水対策の状況 

雨水排水対策については、現状では、浸水被害が発生した箇所については対策を進め

ている状況です。今後、新たに浸水被害が発生した場合は、さらに対策を行っていきま

す。 

2-7 経営の状況 

2-7-1  下水道使用料の状況 

下水道使用料については、平成30年 5月から志賀地区、富来地区の使用料を統一す

るため、料金の改定を行いました。 

現在の下水道使用料を以下の表に示します。 

表 2-9 下水道使用料（税込） 

種別 
水量 

（ｍ3まで） 

料金 

（円） 

一般汚水 

基本料金 

（円/月） 
10 1,650 

超過料金 

（円/ｍ3） 
11ｍ3～ 165 

公衆浴場汚水 
超過料金 

（円/ｍ3） 
1ｍ3につき 33 

富来地域の 

合併処理浄化槽 

基本料金 

(円) 

5～7人槽 1,320 

8～15人槽 1,372 

16～20人槽 1,980 

21～30人槽 2,200 

使用水量の 

算定方法 

1.上水道のみ使用 上水の使用水量 

2.井戸水のみ使用 
認定使用水量 

※世帯人数×9ｍ3/月 

3.上水道と井戸水を 

 併用して使用 
1又は2の多い方の使用水量 
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第 2章 下水道事業の現状・将来

2-7-2  下水道使用料の推移 

近年の下水道使用料の統計と水洗化人口推移から下水道使用料の将来推計を行いま

した。 

下水道使用料は、平成30年度に使用料統一化による料金改定を行ったことにより、

志賀地区で使用料が増加しました。令和元年度は減少しましたが、水洗化率の増加によ

り少し増加し、令和11年度まではほぼ一定の使用料の収入が見込まれます。また、使

用水量の推移と同じように、水洗化人口の減少により令和12年度以降は使用料の収入

が減少傾向になると予測されます。 

図 2.25 志賀町の下水道使用料推計 
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図 2.26 公共下水道事業の下水道使用料推計 

図 2.27 特定環境保全公共下水道事業の下水道使用料推計 
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図 2.28 農業集落排水事業の下水道使用料推計 

図 2.29 特定地域生活排水処理事業の下水道使用料推計 
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図 2.30 地域し尿処理施設整備事業の下水道使用料推計 
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2-7-3  経営比較分析表を活用した現状分析 

志賀町の下水道事業は、平成31年 4月から公営企業法を適用し、特別会計（法非適

用）から地方公営企業会計（法適用）へ移行したため、令和元年度単年の指標となって

います。 

令和元年度の公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、特

定地域生活排水処理事業の経営比較分析表を次頁以降に示します。 
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残
高

対
事

業
規

模
比

率
　

経
営

戦
略

に
基

づ
き

、
将

来
に

向
け

た
下

水
道

使
用

料
金

の
見

直
し

に
取

組
み

、
ま

た
効

果
的

・
効

率
的

に
企

業
債

を
借

入
れ

な
が

ら
、

単
年

度
に

お
け

る
収

支
バ

ラ
ン

ス
を

図
っ

て
い

く
。

⑤
経

費
回

収
率

　
指

標
は

1
0
0
%
で

あ
る

た
め

、
汚

水
処

理
費

用
は

、
使

用
料

で
賄

え
て

い
る

。
更

な
る

汚
水

処
理

費
の

削
減

を
図

り
な

が
ら

経
営

改
善

に
努

め
て

い
く

。
⑥

汚
水

処
理

原
価

　
類

似
団

体
平

均
値

と
比

較
し

低
い

数
値

で
あ

る
が

、
今

後
も

接
続

率
の

向
上

に
努

め
、

有
収

水
量

の
増

加
を

図
っ

て
い

く
。

⑦
施

設
利

用
率

　
類

似
団

体
平

均
値

と
比

較
し

高
い

数
値

と
な

っ
て

お
り

、
利

用
率

は
効

果
的

に
推

移
し

て
い

る
。

更
な

る
利

用
率

向
上

の
た

め
、

下
水

道
接

続
の

啓
発

に
努

め
る

。
⑧

水
洗

化
率

　
指

標
は

類
似

団
体

平
均

値
を

下
回

っ
て

い
る

が
、

毎
年

微
増

し
て

い
る

。
未

接
続

者
に

対
し

、
早

期
接

続
を

促
し

、
水

洗
化

率
の

向
上

に
努

め
る

。
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の
状

況
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つ
い
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第 2章 下水道事業の現状・将来

グ
ラ

フ
凡

例
当

該
団

体
値

（
当

該
値

）

類
似

団
体

平
均

値
（

平
均

値
）

令
和

元
年

度
全

国
平

均

※
　

「
経

常
収

支
比

率
」

、
「

累
積

欠
損

金
比

率
」

、
「

流
動

比
率

」
、

「
有

形
固

定
資

産
減

価
償

却
率

」
及

び
「

管
渠

老
朽

化
率

」
に

つ
い

て
は

、
法

非
適

用
企

業
で

は
算

出
で

き
な

い
た

め
、

法
適

用
企

業
の

み
の

類
似

団
体

平
均

値
及

び
全

国
平

均
を

算
出

し
て

い
ま

す
。

　
処

理
場

施
設

及
び

マ
ン

ホ
ー

ル
ポ

ン
プ

場
施

設
に

お
い

て
は

、
供

用
開

始
か

ら
耐

用
年

数
が

経
過

し
た

機
械

設
備

を
ス

ト
ッ

ク
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
計

画
に

基
づ

き
、

効
率

的
に

更
新

を
行

っ
て

い
く

。

　
管

渠
施

設
の

老
朽

化
に

つ
い

て
は

、
供

用
か

ら
年

数
が

浅
い

た
め

、
指

標
は

な
い

が
、

将
来

に
お

い
て

計
画

に
基

づ
き

、
効

率
的

に
更

新
を

図
っ

て
い

く
。

2
.
 
老

朽
化

の
状

況

全
体

総
括

　
令

和
元

年
度

は
、

地
方

公
営

企
業

会
計

に
移

行
し

た
こ

と
か

ら
、

経
営

状
況

や
財

政
状

態
が

明
確

と
な

っ
た

。
　

特
定

環
境

保
全

公
共

下
水

道
事

業
は

、
整

備
が

完
了

し
て

お
り

、
ま

た
接

続
率

も
高

い
地

域
で

あ
る

。
し

か
し

な
が

ら
、

人
口

減
少

の
進

行
が

顕
著

で
あ

り
、

こ
の

こ
と

か
ら

、
今

後
の

有
収

水
量

の
増

加
は

見
込

め
ず

、
使

用
料

収
入

の
減

少
は

避
け

ら
れ

な
い

状
況

で
あ

る
。

　
今

後
、

持
続

し
た

経
営

の
安

定
化

を
図

る
た

め
に

も
、

維
持

管
理

コ
ス

ト
の

抑
制

が
必

要
不

可
欠

で
あ

る
。

【
】

分
析

欄

1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
に

つ
い

て

　
平

成
3
1
年

4
月

か
ら

公
営

企
業

法
を

適
用

し
、

特
別

会
計

（
法

非
適

用
）

か
ら

地
方

公
営

企
業

会
計

（
法

適
用

）
へ

移
行

し
た

た
め

、
元

年
度

単
年

の
指

標
と

な
っ

て
い

る
。

①
経

常
収

支
比

率
　

指
標

は
1
0
0
%
を

超
え

て
い

る
が

、
町

か
ら

の
繰

入
金

に
頼

る
面

が
大

き
い

。
今

後
も

維
持

管
理

費
等

の
抑

制
に

努
め

る
。

③
流

動
比

率
　

経
営

戦
略

に
基

づ
き

、
将

来
に

向
け

た
下

水
道

使
用

料
金

の
見

直
し

に
取

組
み

、
ま

た
効

果
的

・
効

率
的

に
企

業
債

を
借

入
れ

な
が

ら
、

単
年

度
に

お
け

る
収

支
バ

ラ
ン

ス
を

図
っ

て
い

く
。

⑤
経

費
回

収
率

　
類

似
団

体
平

均
値

と
比

較
し

高
い

数
値

と
な

っ
て

お
り

、
回

収
率

は
前

年
度

並
み

で
あ

る
。

今
後

も
更

な
る

汚
水

処
理

費
の

削
減

を
図

り
な

が
ら

経
営

改
善

に
努

め
て

い
く

。
⑥

汚
水

処
理

原
価

　
類

似
団

体
平

均
値

と
比

較
し

低
い

数
値

で
は

あ
る

が
、

今
後

も
経

営
安

定
化

を
図

る
た

め
、

維
持

管
理

費
の

抑
制

に
努

め
る

。
⑦

施
設

利
用

率
　

類
似

団
体

平
均

値
と

比
較

し
低

い
数

値
と

な
っ

て
い

る
が

、
人

口
減

少
に

よ
る

有
収

水
量

の
減

に
よ

る
も

の
と

推
測

さ
れ

る
。

⑧
水

洗
化

率
　

本
事

業
で

の
2
処

理
区

に
つ

い
て

は
、

類
似

団
体

平
均

値
を

上
回

っ
て

い
る

が
、

高
齢

化
及

び
人

口
減

少
に

伴
い

、
有

収
水

量
が

年
々

減
少

し
て

い
る

。
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体
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均

値
（
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均
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）

令
和

元
年

度
全

国
平

均

※
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収
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比

率
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、
「
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金
比

率
」

、
「

流
動
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率

」
、

「
有

形
固

定
資

産
減

価
償

却
率

」
及

び
「

管
渠

老
朽

化
率

」
に

つ
い

て
は

、
法

非
適

用
企

業
で

は
算

出
で

き
な

い
た

め
、

法
適

用
企

業
の

み
の

類
似

団
体

平
均

値
及

び
全

国
平

均
を

算
出

し
て

い
ま

す
。

経
営

比
較

分
析

表
（

令
和

元
年

度
決

算
）

石
川

県
　

志
賀

町

業
務

名
業

種
名

事
業

名
類

似
団

体
区

分
管

理
者

の
情

報
人

口
（

人
）

面
積
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m
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)
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口

密
度

(
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2
)
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.
7
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8
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.
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資
金
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足

比
率

(
％
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己
資

本
構

成
比

率
(
％

)
普

及
率

(
％

)
有

収
率

(
％

)
1
か

月
2
0
ｍ

3
当

た
り

家
庭

料
金

(
円

)
処

理
区

域
内

人
口

(
人

)
処

理
区

域
面

積
(
k
m
2
)

法
適

用
下

水
道

事
業

農
業

集
落

排
水
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非
設

置
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処
理
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人
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密

度
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.
9
9

9
6
.
8
3

3
,
3
0
0

5
,
5
5
4

5
.
4
6

1
,
0
1
7
.
2
2

　
町

内
1
6
ヵ

所
の

処
理

場
は

、
供

用
開

始
後

2
0
年

以
上

を
経

過
し

た
施

設
が

大
半

を
占

め
て

い
る

。
特

に
場

内
に

設
置

さ
れ

て
い

る
設

備
機

械
は

、
耐

用
年

数
が

経
過

し
て

い
る

も
の

も
多

い
。

こ
の

こ
と

を
踏

ま
え

、
町

で
は

平
成

2
4
年

度
に

策
定

し
た

「
最

適
整

備
構

想
計

画
」

に
準

じ
て

処
理

施
設

の
改

修
を

順
次

行
っ

て
い

る
。

　
ま

た
、

併
せ

て
施

設
の

統
廃

合
も

考
慮

し
な

が
ら

整
備

を
進

め
て

い
る

。

2
.
 
老

朽
化

の
状

況

全
体

総
括

　
令

和
元

年
度

は
、

地
方

公
営

企
業

会
計

に
移

行
し

た
こ

と
か

ら
、

経
営

状
況

や
財

政
状

態
が

明
確

と
な

っ
た

。
　

農
業

集
落

排
水

事
業

は
、

町
内

に
1
6
ヵ

所
が

整
備

済
で

あ
る

が
、

事
業

の
性

格
上

、
中

山
間

部
の

集
落

が
大

部
分

の
た

め
、

高
齢

化
・

人
口

減
少

に
伴

う
経

営
の

悪
化

が
危

惧
さ

れ
て

い
る

。
　

こ
の

こ
と

か
ら

も
、

持
続

し
た

経
営

の
安

定
化

を
維

持
す

る
た

め
、

将
来

的
に

公
共

下
水

道
や

隣
接

処
理

区
と

の
統

廃
合

を
図

り
、

下
水

道
事

業
全

体
の

維
持

管
理

費
の

削
減

を
実

現
し

、
経

営
の

安
定

に
努

め
る

。

【
】

分
析

欄

1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
に

つ
い

て

　
平

成
3
1
年

4
月

か
ら

公
営

企
業

法
を

適
用

し
、

特
別

会
計

（
法

非
適

用
）

か
ら

地
方

公
営

企
業

会
計

（
法

適
用

）
へ

移
行

し
た

た
め

、
元

年
度

単
年

の
指

標
と

な
っ

て
い

る
。

①
経

常
収

支
比

率
　

指
標

は
1
0
0
%
を

超
え

て
い

る
が

、
町

か
ら

の
繰

入
金

に
頼

る
面

が
大

き
い

。
今

後
も

維
持

管
理

費
等

の
抑

制
に

努
め

る
。

③
流

動
比

率
　

経
営

戦
略

に
基

づ
き

、
将

来
に

向
け

た
下

水
道

使
用

料
金

の
見

直
し

に
取

組
み

、
ま

た
効

果
的

・
効

率
的

に
企

業
債

を
借

入
れ

な
が

ら
、

単
年

度
に

お
け

る
収

支
バ

ラ
ン

ス
を

図
っ

て
い

く
。

⑤
経

費
回

収
率

　
類

似
団

体
平

均
値

と
比

較
し

高
い

数
値

と
な

っ
て

お
り

、
回

収
率

は
前

年
度

よ
り

も
上

昇
し

て
い

る
。

今
後

も
更

な
る

汚
水

処
理

費
の

削
減

を
図

り
な

が
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経
営

改
善

に
努

め
て

い
く

。
⑥

汚
水

処
理

原
価

　
類

似
団

体
平

均
値
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較
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数
値

で
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あ
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今
後
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経

営
安

定
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図

る
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持

管
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費
の
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制
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⑦
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利
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に
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れ
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検
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該
団

体
値
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当
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団
体
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均

値
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均
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令
和

元
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度
全

国
平

均
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比

率
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「

累
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欠
損

金
比

率
」
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「

流
動

比
率

」
、

「
有

形
固

定
資

産
減

価
償

却
率

」
及

び
「

管
渠

老
朽

化
率

」
に

つ
い

て
は

、
法

非
適

用
企

業
で

は
算

出
で

き
な

い
た

め
、

法
適

用
企

業
の

み
の

類
似

団
体

平
均

値
及

び
全

国
平

均
を

算
出

し
て

い
ま

す
。

経
営

比
較

分
析

表
（

令
和

元
年

度
決

算
）

石
川

県
　

志
賀

町

業
務

名
業

種
名

事
業

名
類

似
団

体
区

分
管

理
者

の
情

報
人

口
（

人
）

面
積

(
k
m
2
)

人
口

密
度

(
人

/
k
m
2
)
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4
6
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7
6
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4

■

資
金

不
足

比
率

(
％

)
自

己
資

本
構

成
比

率
(
％

)
普

及
率

(
％

)
有

収
率

(
％

)
1
か

月
2
0
ｍ

3
当

た
り

家
庭

料
金

(
円

)
処

理
区

域
内

人
口

(
人
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処

理
区
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面

積
(
k
m
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)

法
適

用
下

水
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事
業
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地
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排
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処
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設
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,
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人

口
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2

　
本

事
業

に
よ

り
整

備
を

行
っ

た
合

併
浄

化
槽

も
1
5
年

以
上

経
過

し
た

も
の

が
増

加
し

、
年

々
ブ

ロ
ア

等
の

機
器

や
本

体
蓋

の
老

朽
化

に
よ

る
破

損
が

顕
著

に
発

生
し

て
お

り
、

修
繕

費
用

が
増

加
し

て
き

て
い

る
。

2
.
 
老

朽
化

の
状

況

全
体

総
括

　
令

和
元

年
度

は
、

地
方

公
営

企
業

会
計

に
移

行
し

た
こ

と
か

ら
、

経
営

状
況

や
財

政
状

態
が

明
確

と
な

っ
た

。
　

特
定

地
域

生
活

排
水

処
理

事
業

に
お

い
て

は
、

企
業

債
残

高
を

み
る

と
、

企
業

債
を

発
行

し
て

い
な

い
た

め
、

順
調

に
償

還
が

進
ん

で
い

る
が

、
施

設
の

老
朽

化
に

よ
り

維
持

管
理

費
が

増
加

し
て

い
る

。
　

こ
の

こ
と

か
ら

も
現

在
、

定
額

制
と

な
っ

て
い

る
使

用
料

金
の

見
直

し
が

急
務

で
あ

る
。

【
】

分
析
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健
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性
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率
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第 3 章 経営戦略の基本方針 

3-1 経営の基本方針 

人口減少や生活様式の変化、社会構造の変化により下水道使用料収入の減少傾向が続

くなか、供用開始から20年を超過する施設が増え、今後も老朽化が進むことから、老

朽化対策に多額の費用が長期間必要となるとともに、修繕及び維持管理費、企業債の償

還、集中豪雨等の雨水対策事業にも多額の費用が必要となるなど、事業を継続していく

ための財源確保はかなり厳しい状況になると予想されます。 

そのようなことから、将来に渡り持続的に下水道事業を運営していくための基本方針

を以下に示します。 

表 3-1 基本方針 

1 
水環境の保全に向け、下水道の必要性を広く住民に周知するとともに、未接続の世帯

への接続を促進するために戸別依頼活動を強化します。 

2 

今後の施設の老朽化に伴う維持管理費用の抑制を念頭に、既存施設の長寿命化、維持

管理経費を含むライフサイクルコストの低減、予算の最適化、安全性の確保、施設機

能の健全化等を図るために、ストックマネジメントを導入し、施設の点検・調査計画

及び改築・更新計画を策定し、適正な維持・更新を行います。 

3 

耐震化に向けた施設のデータ整理と対象施設の特定を行い、施設の耐震化を進めます。

また大規模な津波、集中豪雨による洪水等が起きた場合に下水道区域内で浸水する地

域を把握し、浸水対策を進めます。加えて、大規模災害時に早期対応を可能とするた

めに、事業継続計画（BCP）を策定し、管理体制を確立します。 

4 事業管理計画を策定し、PDCAサイクルにより継続的な改良・向上を図ります。 

5 
処理施設の増設計画の見直し及び他処理区との統廃合による相対的なコスト削減を検

討し、施設の最適化計画を策定します。 

6 下水熱・太陽光発電エネルギーなどの施設のエネルギー化、省エネ化を検討します。 

7 
職員の資質向上を図るため、講習会、研修会を受講するための体制を整備し、積極的

に参加します。 

8 

積極的に PR 活動を実施し、ホームページ等による広報活動を行い、下水道に関して

の知識及び住環境への関心を啓発します。また、小学校等の施設見学の促進や下水道

教室を開催し、環境教育の強化を図ります。 

9 
住民ニーズの把握については、広くホームページでの意見募集やアンケート等を実施

することにより潜在的なニーズの把握に努め、より良い下水道運営を目指します。 

10 

下水道料金の改定については、現状の下水道経営状況を明確に、わかりやすく住民に

開示し、将来における財源不足の周知を経て取り組む予定です。企業会計方針に沿っ

た財務諸表を作成し開示します。 
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3-2 経営基盤の強化 

「投資計画」と「財政計画」を策定し、経営基盤の強化や財政マネジメントの向上によ

る経営の健全化に努めます。 

3-1 で述べたように人口減少や生活様式の変化による節水機器の普及、社会構造の変

化により下水道使用料の減少が見込まれるなか、下水道事業の維持管理、修繕、改築、

更新、地震対策等に加え、雨水事業の台風や集中豪雨による浸水対策等にも多額の投資

が必要となることが予想されます。このため、投資の合理化や経営の効率化を前提とし

た、投資試算や財政試算を行います。 
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第 4 章 投資計画 

4-1 事業概要 

4-1-1  汚水事業 

公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業では、令和2年度にストックマネジメ

ント計画を策定しました。4処理区（中央処理区、富来処理区、西海処理区、福浦処理

区）の管渠および処理場を計画的に改築・更新することにより、年度ごとの事業費を平

準化し、財政負担が多額とならないようにしています。また、点検・調査を定期的に行

い、突発的な故障で多額の費用が発生するリスクを下げ、計画的な投資となるようにし

ています。 

農業集落排水事業では、機能強化工事と維持管理経費の削減を図るために既存施設の

統廃合の検討を進めます。今後は、統廃合による維持管理経費の削減と耐用年数を超過

した処理施設を改築・更新しないことによる建設改良費の削減を目指します。 

4-1-2  雨水事業 

近年多発する集中豪雨よる浸水被害から、現状の雨水排水では対応ができない箇所に

ついて新たに雨水管を新設し、床上・床下浸水の被害を軽減します。 

4-1-3  地震等の災害対策事業 

各事業の管渠施設、処理施設において、平成9年度以前に施工された施設は耐震基準

を満たしていない施設があるため、耐震化診断及び耐震化工事を行います。 

4-1-4  資産管理・運営の適正化 

今後の厳しい経営環境において、施設の管理だけではなく、管理体制、経営を事業運

営の重要な要素として一体的に捉え、アセットマネジメントを実施していきます。 

4-2 投資の合理化 

今後人口減少による使用料収入の減少が見込まれる一方で、施設の老朽化による改

築・更新需要の増大等により、厳しい下水道経営が予測されます。 

そのため、統廃合等の工事においては、低コスト工法の採用によるコスト縮減などに

より事業費の縮減を目指します。下水道施設においては、日常の点検・調査、定期的な

詳細点検を効果的に行い、健全度評価及びリスク評価によるストックマネジメント計画

を策定し、ライフサイクルコストの低減を図り、投資の合理化に取り組みます。 
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4-3 投資計画 

今後の投資計画においては、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業ではス

トックマネジメント計画の導入により改築・更新費用の縮減、農業集落排水事業では

処理区の統廃合のために一時的に投資が大きくなりますが、今後の維持管理費及び改

築更新費用の縮減を図るとともに下水道事業全体での事業費の平準化に努めます。 

表 4-1 40年間の投資計画 

 事業名  
短期 

（10年間） 

長期 

（40年間） 

公共下水道事業 

管渠 205,000 1,661,300 

処理場 657,942 2,777,742 

その他 55,850 205,850 

特定環境保全公共下水道事業 

管渠 227,200 1,142,000 

処理場 191,000 790,100 

その他 0 0 

農業集落排水事業 

管渠 432,800 432,800 

処理場 0 0 

その他 477,500 540,500 

地域し尿処理施設整備事業 

管渠 57,950 57,950 

処理場 0 0 

その他 0 0 

図 4.1 年度別投資額  
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図 4.2 公共下水道事業の年度別投資額 

図 4.3 特定環境保全公共下水道事業の年度別投資額 
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図 4.4 農業集落排水事業の年度別投資額 

図 4.5 地域し尿処理施設整備事業の年度別投資額 
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4-4 未反映の検討事項 

4-4-1  広域化に関する事項 

現状、当町はすべて町単独の下水処理であり、近隣市町も各々単独での下水処理を行

っています。地形的なハンデがありますので、近隣市町との広域化は現実的ではありま

せん。但し、下水処理の段階で発生する汚泥に関しては、広域的に処理することを検討

しています。 

4-4-2  民間活力の活用に関する事項 

 水道事業と合わせた使用料徴収、滞納整理、窓口の包括委託 

現在、水道、下水道共に使用料に関しての徴収や滞納整理、窓口業務に関してはすべ

て職員で対応しており、委託しているのは検針業務に限定されています。今後は、使用

料に係る各業務を包括的に民間委託する効果を検討し、窓口サービスの拡充や収納率向

上を図ります。そのため、先行自治体への視察や民間からのノウハウの教授等を一層進

め、将来的なコスト削減に努めます。 

 施設の包括的委託 

現在、処理場やマンホール形式ポンプ等の施設の運転管理業務や監視業務等について

は、民間企業に委託しています。しかしながら、管理委託の中で発見される設備不良や

故障等などの対応は、すべて職員が確認した上で調達業務を行っています。そのため、

機器の復旧までに時間的に支障をきたす場合もあります。今後は、迅速な復旧完了のた

めに、管理業者にある程度の権限を与え、機器修繕や更新等も含めた、より包括的な委

託方法を検討していく必要があります。 

4-4-3  不明水対策に関する事項 

不明水は、経営悪化の原因になるとともに処理場の機能低下への影響が懸念されると

ころではありますが、現在、有収率は高い水準を維持しています。しかしながら、今後

のためにも定期的な調査が必要であると考えています。 

不明水の主な原因は管の破損や雨水の流入であるため、天候と異常データの分析に基

づき、管路の内部をカメラ映像で破損の有無を調べる調査や雨水の流入経路を追跡調査

いたします。 

4-4-4  事業及び処理区の統廃合に関する事項 

農業集落排水事業では処理区の統合を進めていきます。統廃合により一時的な投資額

の増加が見込まれますが、統廃合後の維持管理費の減少が見込まれます。 

特定環境保全公共下水道事業では、西海処理区を富来処理区に統合する検討を行って

います。統合した場合の投資額及び維持管理費と継続した場合の改築等にかかる投資額

及び維持管理費を比較します。 
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第 5 章 財政計画 

5-1 基本方針 

「経営の効率化」や「投資の合理化」を前提とした財政試算を行います。 

財政試算において、収支ギャップの解消が見込めない場合は、収益を確保するため、

下水道使用料の改定を検討します。ただし、事業の統廃合による費用の縮減が見込める

場合は、統廃合の検討を優先し、本計画での使用料の改定は検討しないものとします。 

「投資試算」及び「財源試算」は、中長期（40年間）の試算を行います。 

5-2 財政計画 

 使用料収入 

供用開始地域の未接続世帯へ接続の促進を行い、水洗化率の向上を図っていきます

が、将来的には人口減少に伴い使用料収入の減少が見込まれることから、使用料改定が

必要となってきます。 

 企業債償還金 

企業債償還金は減少傾向となっています。今後はストックマネジメント計画により設

備の改築・更新を効率的に行い、投資額の平準化を行うことで新規企業債の抑制を図り

ます。 

 一般会計繰入金 

現時点では、一般会計からの繰入金に頼っている状況です。今後も統廃合による設備

投資や老朽化施設等の更新に財源が必要となりますが、工事の工法によるコスト縮減や

ストックマネジメント計画による改築・更新費の平準化を行い、繰入金の抑制に努めま

す。 

次頁以降に財政計画を示します。 
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5-3 経営指標項目 

5-3-1  経営の健全性・効率性 

経営指標は、健全性・効率性など様々な角度から経営課題を明らかにすることができ

ものです 

経営指標の数値が望ましい方向に向かっていると健全性が保たれているといえます。

望ましい方向と逆に向かっている場合は、経営状況に課題があり、望ましい方向へと向

かうための対策が必要となります。 

表 5-1 経営指標項目 

項目 指標の意味 
望ましい 

方向 

①経常収支比率（％） 

当該年度において、料金収入や一般会計からの繰入金等の収益で、

維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指

標です。 

②累積欠損金比率

（％）

営業収益に対する累積欠損金（営業活動により生じた損失で、前年

度からの繰越利益剰余金等でも補填することができず、複数年に

わたって累積した欠損金のこと）の状況を表す指標です。 

③流動比率（％） 短期的な債務に対する支払能力を表す指標です。 

④企業債残高対 

 事業規模比率（％） 

料金収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を

表す指標です。 

⑤経費回収率（％） 
使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表

した指標であり、使用料水準等を評価することが可能です。 

⑥汚水処理原価（円） 

有収水量 1ｍ3 あたりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本

費・汚水維持管理費の両方を含めた汚水処理に係るコストを表し

た指標です。 

⑦施設利用率（％） 
施設・設備が一日に対応可能な処理能力に対する、一日平均処理水

量の割合であり、施設の利用状況や適性規模を判断する指標です。 

⑧水洗化率（％） 
現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置している人口

の割合を表した指標です。 

5-3-2  老朽化の状況 

項目 指標の意味 
望ましい 

方向 

①有形固定資産 

 減価償却率（％） 

有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでい

るかを表す指標で、資産の老朽化度合を示しています。 

②管渠老朽化率（％） 
法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を表した指標で、管渠の老

朽化度合を示しています。 

③管渠改善率（％） 
当該年度に更新した管渠延長の割合を表した指標で、管渠の更新

ペースや状況を把握できます。 
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5-4 財政計画の経営指標 

5-4-1  経常収支比率 

事業名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

下水道事業全体 102% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

公共下水道事業 104% 101% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

特定環境保全公共下水道事業 102% 101% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

農業集落排水事業 101% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

特定地域生活排水処理事業 100% 101% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

地域し尿処理施設整備事業 100% 101% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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5-4-2  累積欠損金比率 

5-4-3  流動比率 

事業名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

下水道事業全体 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

公共下水道事業 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

特定環境保全公共下水道事業 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

農業集落排水事業 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

特定地域生活排水処理事業 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

地域し尿処理施設整備事業 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

事業名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

下水道事業全体 9.6% 10.3% 10.1% 10.1% 10.4% 10.4% 10.6% 11.1% 11.6% 12.0% 12.6% 13.5%

公共下水道事業 9.7% 11.4% 11.0% 10.7% 10.4% 10.2% 10.0% 10.2% 10.2% 10.4% 10.5% 10.8%

特定環境保全公共下水道事業 9.7% 10.4% 9.9% 9.8% 9.7% 9.6% 9.9% 10.5% 11.9% 12.7% 14.7% 16.8%

農業集落排水事業 5.0% 5.0% 5.0% 5.2% 5.6% 5.8% 6.2% 6.6% 7.1% 7.4% 7.9% 8.8%

特定地域生活排水処理事業 29.5% 31.7% 31.2% 30.8% 30.1% 29.2% 28.2% 27.2% 26.3% 25.5% 24.6% 23.8%

地域し尿処理施設整備事業 5.0% 5.0% 5.0% 5.2% 5.6% 5.8% 6.2% 6.6% 7.1% 7.4% 7.9% 8.8%
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5-4-4  企業債残高対事業規模比率 

事業名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

下水道事業全体 327% 304% 305% 294% 284% 274% 264% 253% 243% 231% 220% 212%

公共下水道事業 548% 508% 501% 476% 453% 433% 413% 392% 372% 351% 331% 321%

特定環境保全公共下水道事業 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

農業集落排水事業 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

特定地域生活排水処理事業 2113% 1956% 1973% 1925% 1882% 1835% 1784% 1725% 1662% 1586% 1508% 1421%

地域し尿処理施設整備事業 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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5-4-5  経費回収率 
事業名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

下水道事業全体 113% 101% 98% 98% 97% 97% 97% 96% 96% 97% 97% 95%

公共下水道事業 136% 110% 104% 105% 106% 107% 108% 108% 109% 109% 110% 107%

特定環境保全公共下水道事業 83% 62% 61% 59% 58% 56% 55% 54% 52% 51% 50% 49%

農業集落排水事業 97% 103% 104% 103% 102% 101% 99% 98% 98% 102% 101% 99%

特定地域生活排水処理事業 90% 71% 77% 76% 75% 74% 73% 71% 70% 69% 68% 67%

地域し尿処理施設整備事業 131% 128% 118% 115% 111% 110% 110% 112% 111% 110% 108% 107%
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5-4-6  汚水処理原価 
事業名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

下水道事業全体 173.5 168.9 178.9 179.0 179.5 180.0 180.6 181.3 181.7 182.2 182.9 183.7

公共下水道事業 158.5 157.3 158.5 158.5 158.6 158.6 158.6 158.7 158.6 158.7 158.7 158.6

特定環境保全公共下水道事業 198.4 272.1 272.2 278.8 285.6 292.2 299.5 307.1 314.3 322.5 331.0 340.1

農業集落排水事業 163.7 172.1 167.9 168.0 168.0 168.2 168.3 168.5 168.6 168.7 168.9 169.1

特定地域生活排水処理事業 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0

地域し尿処理施設整備事業 290.6 303.1 274.1 270.9 273.9 275.6 279.0 283.0 283.9 286.7 290.8 293.2
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5-4-7  施設利用率 

5-4-8  水洗化率 

5-4-9  有形固定資産減価償却率 

5-4-10  管渠老朽化率 

法定耐用年数（50年）を超えた管渠がないため、管渠老朽化率は0％です。 

5-4-11  管渠改善率 

法定耐用年数を超えた管渠がないため、更新した管渠はなく、管渠改善率は0％です。 

事業名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

下水道事業全体 4.1% 8.0% 11.3% 14.2% 17.2% 20.0% 22.7% 25.4% 27.9% 30.1% 32.4% 34.7%

公共下水道事業 3.6% 6.8% 9.8% 12.6% 15.4% 17.9% 20.5% 23.1% 25.6% 27.9% 30.1% 32.1%

特定環境保全公共下水道事業 5.4% 10.6% 14.4% 17.4% 20.3% 23.2% 25.9% 28.3% 30.7% 32.8% 35.1% 37.2%

農業集落排水事業 4.2% 8.4% 11.8% 14.8% 17.8% 20.8% 23.8% 26.5% 28.8% 30.8% 32.9% 35.4%

特定地域生活排水処理事業 9.6% 19.2% 24.7% 29.7% 34.6% 39.6% 44.6% 49.5% 54.5% 59.5% 64.5% 69.4%

地域し尿処理施設整備事業 4.9% 9.7% 13.9% 17.9% 22.0% 26.0% 28.1% 32.0% 35.9% 39.7% 43.5% 47.3%

事業名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

下水道事業全体 － － － － － － － － － － － －

公共下水道事業 55.5% － － － － － － － － － － －

特定環境保全公共下水道事業 33.9% － － － － － － － － － － －

農業集落排水事業 46.3% － － － － － － － － － － －

特定地域生活排水処理事業 61.4% － － － － － － － － － － －

地域し尿処理施設整備事業 － － － － － － － － － － － －

事業名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

下水道事業全体 78.4% 79.0% 81.3% 82.6% 84.0% 85.4% 86.6% 87.9% 89.2% 90.6% 91.9% 91.9%

公共下水道事業 66.1% 68.4% 70.9% 73.2% 75.5% 77.9% 80.4% 82.9% 85.4% 88.0% 90.6% 90.6%

特定環境保全公共下水道事業 97.9% 86.8% 98.4% 98.3% 98.4% 98.4% 98.3% 98.4% 98.4% 98.3% 98.4% 98.4%

農業集落排水事業 86.8% 87.6% 88.0% 88.6% 89.2% 89.8% 89.8% 89.8% 89.8% 89.8% 89.8% 89.8%

特定地域生活排水処理事業 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

地域し尿処理施設整備事業 99.3% 99.2% 99.6% 99.6% 99.6% 99.6% 99.6% 99.6% 99.5% 99.7% 99.6% 99.6%
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5-5 各指標の組合せによる分析 

5-5-1  経営の健全性・効率性 

 経常収支比率×累積欠損金比率 

経常収支比率は全ての事業において100％以上となっており、今後も100％以上を

維持すると考えられます。累積欠損金比率は農業集落排水事業では 0.3％、その他の事

業では0％となっています。農業集落排水事業の欠損金については早期に対応し、累積

欠損金が増加しないように努めます。 

 経費回収率×汚水処理原価 

汚水処理原価が高くなれば、経費回収率が低くなり、経営の効率性を低下させる要因

となります。 

現状では、特定環境保全公共下水道事業と特定地域生活排水処理事業の経費回収率が

低く、特定環境保全公共下水道事業では、汚水処理原価が比較的高くなっています。 

汚水処理原価は維持管理の費用により変動することが多く、特定環境保全公共下水道

事業では令和2年度の維持管理費が令和元年度より高くなっているため、経費回収率も

大幅に減少しています。今後も令和2年度と同様の維持管理費が必要な場合、経費回収

率は減少傾向となるため、維持管理費の見直しが必要です。 

 経常収支比率×経費回収率 

経常収支比率が高くても、経費回収率が低い場合には、料金収入以外の収入で賄われ

ていることを意味することから、必要に応じて料金の見直しを検討する必要がありま

す。 

公共下水道事業、農業集落排水事業、特定地域し尿処理施設整備事業では、経常収支

比率、経費回収率ともに高い数値となっており、使用料の料金設定及び維持管理費が適

切であると言えます。 

特定環境保全公共下水道事業、特定地域生活排水処理事業では、経常収支比率が高く、

経費回収率が低いことから、維持管理費に対して下水道料金収入が不足している状況で

あり、不足分を一般会計から繰入している状況です。今後は、一般会計からの繰入を減

少させ経営の健全化を図るため、事業の統廃合の検討や維持管理費の見直しを行ってい

きます。 
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第 6 章 事後検証と計画の見直し 

経営戦略については、毎年度進捗管理を行うとともに、5年ごとに見直しを行い、計

画策定（Plan）、実施（Do）、検証（Check）、見直し（Action）の PDCAサイクルを

継続します。 

今後見直しでは、将来的な財源不足が明確になる場合、使用料金の増額改定を行う必

要があります。料金改定前には、すぐに増額判断をせずに、事業または処理区の統廃合

を行い、施設等の改築・更新費、維持管理費の削減が可能か検討を行います。料金改定

は下水道会計が健全な経営状態を維持するために必要なことであり、町民の理解が得ら

れるよう、詳細な財政事情の公開を進めていきます。 
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